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令
和
四
年
十
月
二
二
日
か
ら
一
月
九
日
ま
で
、
千
葉
県
立
中
央
博
物
館
に
お
い
て
令
和
四
年
度
秋

の
展
示
「
お
は
ま
お
り
―
海
へ
向
か
う
神
々
の
祭
り
―
」
が
開
催
さ
れ
た
。「
お
は
ま
お
り
」
と
は

神
輿
や
神
体
が
海
川
な
ど
の
水
辺
へ
渡
御
し
、
神
社
へ
還
御
す
る
祭
礼
の
総
称
で
あ
る
。
展
示
で
は

神
輿
や
神
像
・
絵
巻
な
ど
の
資
料
と
と
も
に
千
葉
県
各
地
の
「
お
は
ま
お
り
」
が
紹
介
さ
れ
た
。
筆

者
は
こ
の
展
示
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
展
示
の
事
前
調
査
に
同
行
し
、
史
資
料
を
実
見
す
る
機
会
を

得
た
。
そ
の
う
ち
の
一
所
、
鶴
谷
八
幡
宮
（
館
山
市
）
で
は
宮
司
酒
井
氏
の
所
蔵
さ
れ
る
鶴
谷
八
幡

宮
の
縁
起
書
『
当
社
勧
請
年
歴
』
を
拝
見
し
、
偶
然
に
も
こ
れ
と
料
紙
・
筆
跡
の
酷
似
す
る
巻
子
本

一
巻
を
発
見
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
館
山
市
立
博
物
館
に
よ
る
史
料
整
理
１
で
『
鶴
谷
八
幡
宮
社
記

（
後
欠
）』
と
仮
題
さ
れ
た
こ
の
資
料
は
、『
当
社
勧
請
年
歴
』
と
同
じ
く
鶴
谷
八
幡
宮
の
縁
起
書
で

あ
る
。
両
書
と
も
同
宮
の
由
緒
を
記
し
た
文
書
だ
が
内
容
に
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
装
丁
は
異

な
る
が
一
見
し
て
二
巻
一
組
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、『
鶴
谷
八
幡
宮
社
記
（
後

欠
）』
に
は
『
当
社
勧
請
年
歴
』
の
成
立
年
と
さ
れ
る
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
と
明
ら
か
に
矛
盾

す
る
一
文
が
あ
り
、
両
書
が
一
体
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
成
立
年
代
が
問
題
と
な
る
。

『
当
社
勧
請
年
歴
』
は
鶴
谷
八
幡
宮
が
中
心
的
役
割
を
果
た
す
安
房
地
方
の
大
祭
「
安
房
や
わ
た

ん
ま
ち
」
に
つ
い
て
詳
述
す
る
最
古
の
史
料
と
し
て
知
ら
れ
、
こ
の
祭
礼
の
歴
史
に
触
れ
る
文
章
で

は
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
が
、
管
見
の
限
り
同
史
料
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
な
く
、
史
料
批
判

要
　
旨　

安
房
国
の
大
祭
「
安
房
や
わ
た
ん
ま
ち
」
に
つ
い
て
記
し
た
最
古
の
記
録
と
さ
れ
る
鶴
谷
八
幡
宮
（
館
山
市
）
の
縁
起
書
に
は
、
同

筆
に
よ
る
別
の
縁
起
書
が
存
在
す
る
。
本
稿
は
、
本
来
一
巻
で
あ
っ
た
両
史
料
が
後
世
に
裁
断
さ
れ
、
二
巻
に
再
編
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。

ま
た
、
縁
起
書
の
う
ち
一
巻
は
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
の
年
紀
か
ら
一
六
世
紀
の
成
立
と
さ
れ
て
き
た
が
、
史
料
中
に
見
え
る
地

名
の
変
遷
に
よ
り
、
江
戸
時
代
初
期
の
追
記
を
経
て
一
六
四
〇
年
代
以
降
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：　

鶴
谷
八
幡
宮
、
や
わ
た
ん
ま
ち
、
安
房
国
府
、
里
見
氏
、
近
世
村
落

（
二
〇
二
三
年
一
一
月
一
六
日
投
稿
、
一
二
月
二
九
日
改
訂
、
二
〇
二
四
年
一
月
五
日
受
理
）
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を
経
な
い
ま
ま
引
用
・
参
照
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
対
す
る
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
筆
者

は
祭
礼
史
研
究
の
立
場
か
ら
『
当
社
勧
請
年
歴
』
を
検
証
し
、
そ
の
価
値
を
再
考
す
る
。
本
稿
で
は

『
当
社
勧
請
年
歴
』
と
同
文
書
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
る
『
鶴
谷
八
幡
宮
社
記
（
後
欠
）』
の
内
容
・

料
紙
寸
法
等
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
二
書
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
両
書
に
含
ま
れ

る
地
名
等
か
ら
成
立
年
代
を
推
測
す
る
。

な
お
『
当
社
勧
請
年
歴
』・『
鶴
谷
八
幡
宮
社
記
（
後
欠
）』
の
史
料
名
は
館
山
市
立
博
物
館
の
付

し
た
仮
題
で
あ
り
、本
来
の
題
は
不
明
で
あ
る
。
以
下
で
は
『
当
社
勧
請
年
歴
』
を
『
縁
起

甲
』、『
鶴

谷
八
幡
宮
社
記
（
後
欠
）』
を
『
縁
起

乙
』
と
し
、
適
宜
『
甲
』『
乙
』
と
略
す
。
両
書
の
翻
刻
は

過
去
に
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
改
行
位
置
や
文
字
の
空
白
、
割
注
や
本
紙
の
継
ぎ
目
な
ど

を
論
点
と
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
含
め
て
翻
刻
を
行
っ
た
。
ま
た
、
翻
刻
は
原
史
料
に
従
っ

て
旧
字
体
で
行
い
、
本
文
と
表
中
で
は
新
字
体
を
用
い
て
い
る
。

一
、
鶴
谷
八
幡
宮
と
安
房
や
わ
た
ん
ま
ち

千
葉
県
館
山
市
八
幡
に
鎮
座
す
る
鶴
谷
八
幡
宮
は
、
東
西
に
長
い
社
地
を
持
つ
。
社
殿
は
西
を
向

き
、
社
前
か
ら
館
山
湾
に
向
か
っ
て
真
直
ぐ
に
伸
び
る
参
道
は
鶴
岡
八
幡
宮
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）

を
彷
彿
さ
せ
る
。
旧
社
格
は
県
社
、
安
房
国
の
総
社
と
い
わ
れ
、
安
房
地
域
を
代
表
す
る
大
社
で
あ

る
。「
や
わ
た
ん
ま
ち
（
八
幡
の
祭
）」
の
名
の
と
お
り
安
房
や
わ
た
ん
ま
ち
を
主
宰
す
る
神
社
と
し

て
も
知
ら
れ
、
毎
年
九
月
中
旬
、
敬
老
の
日
の
前
の
土
日
に
行
わ
れ
る
同
祭
礼
に
は
、
旧
国
域
の
神

社
一
〇
社
の
神
輿
が
鶴
谷
八
幡
宮
に
集
合
す
る
。
国
府
総
社
の
祭
礼
と
い
わ
れ
る
こ
の
祭
り
は
、
相

模
国
府
祭
（
神
奈
川
県
大
磯
町
）・
武
蔵
く
ら
や
み
祭
り
（
東
京
都
府
中
市
）
な
ど
、
関
東
圏
の
類

似
の
構
造
を
も
つ
祭
礼
と
比
較
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
祭
り
は
国
府
時
代
以
来
の
由
緒
を
語
る
一
方
で

中
世
以
前
の
史
料
に
は
乏
し
く
２
、
祭
礼
の
様
子
を
具
体
的
に
記
す
『
縁
起

甲
』
は
、
一
六
世
紀
前

半
の
空
白
を
補
い
う
る
史
料
と
し
て
他
祭
礼
と
の
比
較
の
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

二
、
先
行
研
究
で
の
縁
起
書
の
位
置
づ
け

そ
の
重
要
性
に
反
し
て
『
縁
起

甲
』
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
な
い
。
鶴
谷
八
幡
宮
の

歴
史
、
あ
る
い
は
安
房
や
わ
た
ん
ま
ち
に
関
す
る
研
究
・
解
説
の
中
で
大
小
の
言
及
は
な
さ
れ
て
い

る
た
め
、
以
下
に
主
な
文
献
に
お
け
る
史
料
的
位
置
づ
け
を
簡
単
に
ま
と
め
た
。

①　

大
野
太
平
『
鶴
谷
八
幡
神
社
沿
革
考
証
３
』

最
も
早
く『
縁
起

甲
』に
言
及
し
た
の
は
、昭
和
一
二
年（
一
九
三
七
）に
大
野
太
平
が
記
し
た『
鶴

谷
八
幡
神
社
沿
革
考
証
』
と
思
わ
れ
る
。
史
料
や
文
献
に
よ
っ
て
鶴
谷
八
幡
の
沿
革
を
考
証
し
た
も

の
で
、発
行
所
は
「
鶴
谷
八
幡
神
社
々
務
所
」
と
あ
り
、当
時
の
鶴
谷
八
幡
の
公
式
見
解
と
言
え
よ
う
。

同
書
に
お
い
て
大
野
は『
甲
』に
対
し
て
批
判
的
な
論
考
を
行
っ
て
い
る
。と
い
う
の
も
、大
野
は『
甲
』

を
旧
別
当

那
古
寺
（
館
山
市
那
古
）
の
伝
承
を
受
け
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
４
、

神
道
者
の
立
場
か
ら
そ
の
内
容
を
「
全
く
の
作
り
事
な
り
と
い
ふ
べ
し
」
と
一
蹴
す
る
。
さ
ら
に
大

永
五
年
の
奥
書
の
信
憑
性
を
も
否
定
し
、
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
「
実
は
徳
川
中
期
頃
に
改
め
書
か

れ
た
る
も
の
と
思
は
る
」
と
い
う
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
。

同
書
後
半
の
資
料
編
に
は
『
縁
起

甲
』・『
乙
』
が
並
ん
で
所
収
さ
れ
て
い
る
５
。『
甲
』
は
後
に

も
数
度
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、『
乙
』
の
翻
刻
は
こ
れ
が
唯
一
と
思
わ
れ
る
。
大
野
に
よ
る
『
乙
』

冒
頭
の
注
釈
は
「
書
体
は
前
の
も
の
と
類
似
す
、
同
筆
の
も
の
な
ら
ん
」
と
し
て
、『
甲
』・『
乙
』

が
同
じ
筆
者
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

②　

鶴
岡
静
夫
「
房
総
の
古
社
・
鶴
谷
八
幡
宮
６
」

鶴
岡
静
夫
氏
は
『
縁
起

甲
』
を
実
見
し
、
成
立
年
に
つ
い
て
「
実
際
に
は
も
っ
と
後
に
記
さ
れ

た
も
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
、
後
世
の
写
本
等
で
あ
る
可
能
性
に
含
み
を
持
た
せ
る
が
、
縁
起

の
内
容
そ
の
も
の
は
概
ね
史
実
と
解
釈
し
て
い
る
。
な
お『
甲
』は
こ
の
三
年
後
に
刊
行
さ
れ
る『
神

道
大
系

神
社
編
一
八　



安
房
・
上
総
・
下
総
・
常
陸
国
』
に
所
収
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
巻
は
鶴
岡

氏
が
編
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
神
道
大
系
』
の
調
査
の
た
め
に
鶴
谷
八
幡
宮
を
訪
れ
て
史
料
を
実

見
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

③　

田
村
善
次
郎
「
安
房
の
「
や
わ
た
ん
ま
ち
」
―
総
社
の
祭
り
と
市
―
７
」

④　

松
崎
憲
三
ほ
か
編
『
安
房
の
「
や
わ
た
ん
ま
ち
」
〜
地
方
都
市
の
祭
礼
（
１
）
〜
８
』

⑤　

松
崎
憲
三
「
安
房
の
ヤ
ワ
タ
ン
マ
チ
９
」

以
上
の
三
論
文
は
一
連
の
も
の
と
言
え
る
た
め
、
ま
と
め
て
紹
介
す
る
。

昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六
）、
田
村
善
次
郎
氏
は
安
房
や
わ
た
ん
ま
ち
を
取
材
し
、
翌
年

（
一
九
八
七
）
七
月
号
の
『
あ
る
く

み
る

き
く
』
に
お
い
て
そ
の
模
様
を
報
告
し
た
。
こ
れ
に
触

発
さ
れ
て
調
査
を
思
い
立
っ
た
松
崎
憲
三
氏
は
１
０
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
に
自
身
の
研
究
室

の
学
生
を
率
い
て
祭
礼
調
査
を
行
い
、
翌
年
（
一
九
九
〇
）
に
報
告
書
を
刊
行
し
た
。
ま
た
、
こ
の

時
の
調
査
を
も
と
に
平
成
一
一
年
（
一
九
九
八
）
刊
行
の
『
千
葉
県
の
歴
史
』
に
お
い
て
同
祭
礼
の

項
を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
経
緯
に
も
関
わ
ら
ず
、『
縁
起

甲
』
の
位
置
づ
け
は
各
々

の
論
で
異
な
っ
て
い
る
。

田
村
論
文
は
『
縁
起

甲
』
を
部
分
的
に
引
用
す
る
。
大
永
五
年
の
成
立
に
つ
い
て
は
賛
否
を
明

ら
か
に
し
な
い
が
、
縁
起
の
内
容
そ
の
も
の
に
は
概
ね
肯
定
的
で
あ
る
。
松
崎
氏
は
一
九
九
〇
年
の

段
階
で
は
祭
礼
の
現
状
把
握
を
優
先
す
る
と
し
て
歴
史
に
踏
み
込
ま
ず
、『
甲
』
に
は
全
く
触
れ
な
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い
１
１
。
だ
が
、
⑤
で
は
『
甲
』
の
前
半
部
を
引
用
し
た
上
で
、「
い
ず
れ
に
し
て
も
『
鶴
谷
八
幡
宮

社
記
』（
筆
者
注
：『
縁
起

甲
』
を
指
す
）
に
よ
る
と
、
一
六
世
紀
の
段
階
で
は
、
す
で
に
八
社
の

神
輿
が
参
集
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
。
史
実
と
受
け
取
れ
る
書
き
ぶ
り
で
は
あ
る
が
、

断
言
し
て
い
る
と
も
言
い
難
い
表
現
で
あ
る
。

⑥　

千
葉
県
教
育
庁
教
育
振
興
部
文
化
財
課
編
『
ふ
さ
の
国
の
文
化
財
総
覧　

第
一
巻
１
２
』

松
崎
氏
ら
の
調
査
研
究
の
後
、
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
に
「
安
房
や
わ
た
ん
ま
ち
」
は
千
葉

県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
同
年
に
千
葉
県
教
育
庁
が
刊
行
し
た
本
書
で
は
次
の
よ
う

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
や
わ
た
ん
ま
ち
」の
由
来
は
不
詳
で
す
が
、大
永
五
年（
一
五
二
五
）の『
鶴
谷
八
幡
宮
社
記
』

（
筆
者
注
：『
縁
起

甲
』）
に
よ
れ
ば
、
一
六
世
紀
の
段
階
で
は
少
な
く
と
も
八
社
の
神
輿
が
参

集
し
て
、
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、（
後
略
）

明
ら
か
に
⑤
を
参
考
に
し
た
文
章
だ
が
、
こ
ち
ら
は
縁
起
の
成
立
を
大
永
五
年
と
言
い
切
り
、
そ

れ
を
根
拠
に
一
六
世
紀
の
史
実
と
し
て
祭
礼
の
歴
史
を
紹
介
し
て
い
る
。

以
上
の
研
究
・
解
説
に
お
け
る
『
縁
起

甲
』
へ
の
言
及
を
ま
と
め
る
と
、
内
容
の
信
憑
性
に
は

賛
否
が
分
か
れ
、
成
立
年
代
に
対
し
て
は
読
み
取
れ
る
限
り
で
否
定
・
懐
疑
・
保
留
で
あ
り
、
積
極

的
に
肯
定
す
る
研
究
者
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
般
書
に
分
類
さ
れ
る
⑥
に
お
い
て
は
そ
れ
ま
で

の
研
究
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
史
料
へ
の
慎
重
な
態
度
は
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
。

図 1．『縁起 甲』（右）と『縁起 乙』（左）

表 1．『縁起 甲・乙』の項の題名と内容要約
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三
、
両
縁
起
の
比
較
と
裁
断
の
痕
跡

（
一
）
文
書
の
体
裁
と
構
成

両
史
料
は
い
ず
れ
も
紙
表
具
の
巻
子
本
で
あ
る
。
題
簽
は
あ
る
が
無
記
で
、内
題
も
な
い（
図
１
）。

『
縁
起

甲
』
は
天
地
を
切
り
落
と
す
が
、『
乙
』
に
は
天
地
に
縁
が
あ
り
、
こ
ち
ら
の
表
装
は
比
較

的
新
し
い
。『
鶴
谷
八
幡
神
社
沿
革
考
証
』
は
『
縁
起

乙
』
を
無
表
装
と
記
し
て
い
る
た
め
、
昭
和

一
二
年
以
降
に
表
装
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
押
さ
え
竹
か
ら
軸
ま
で
の
全
長
は
『
縁
起
甲
』
が

二
一
五
九
㎜
、『
縁
起

乙
』
は
二
四
〇
六
㎜
で
、
本
紙
の
紙
幅
は
い
ず
れ
も
二
二
六
㎜
で
あ
る
。
本

紙
サ
イ
ズ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

両
書
は
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
項
と
奥
書
で
構
成
さ
れ
る
。
各
項
に
は
題
が
あ
り
、
続
い
て
本
文
、
小

字
で
割
注
が
続
く
。
館
山
市
立
博
物
館
が
『
縁
起

甲
』
に
付
け
た
仮
題
の
『
当
社
勧
請
年
歴
』
は

冒
頭
の
項
題
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
項
の
題
と
内
容
を
要
約
し
、
表
１
に
ま
と
め
た
。

（
二
）
内
容
の
比
較
と
対
応
関
係

表
１
の
と
お
り
、
両
書
の
項
目
は
重
複
し
な
い
。
だ
が
内
容
に
は
共
通
、
あ
る
い
は
補
う
部
分
が

見
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
縁
起

甲
』「
称
総
社
事
」
の
項
目
に
は
、
鶴
谷
八
幡
宮
の
相
殿
に
安
房
・
朝

夷
郡
内
の
神
社
の
祭
神
を
奉
斎
し
た
と
解
さ
れ
る
記
述
が
あ
る
が
、『
乙
』
冒
頭
の
「
祭
神
」
が
こ

れ
に
対
応
し
、
こ
の
項
を
読
ま
な
け
れ
ば
奉
斎
さ
れ
た
相
殿
神
の
数
も
、
何
処
の
神
と
も
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ま
た
、『
甲
』「
当
社
勧
請
年
歴
」
項
で
は
現
在
の
社
地
を
景
行
天
皇
行
宮
跡
と
す
る

が
、
景
行
天
皇
の
東
国
巡
幸
と
安
房
地
域
で
の
事
績
は
『
乙
』「
当
社
勧
請
之
地
」
の
項
目
に
記
さ

れ
て
い
る
。
一
見
、『
乙
』
が
『
甲
』
を
補
完
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
文
章
の
流
れ
か
ら
す

れ
ば
別
巻
に
分
け
て
記
す
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

疑
問
を
解
く
糸
口
は
両
書
の
奥
書
に
あ
る
。『
縁
起

甲
』
奥
書
は
「
斎
戒
沐
浴
謹
而
」
以
降
が
紙

の
欠
損
に
よ
り
不
明
で
あ
る
。
文
脈
に
従
え
ば
短
く
と
も
「
行
奉
書
畢
」
程
度
の
文
章
が
続
く
と
思

わ
れ
る
が
、
該
当
部
分
を
観
察
す
る
と
欠
損
部
は
一
文
字
分
ほ
ど
で
あ
る
（
図
２
）。
一
方
の
『
縁

起

乙
』
は
縁
起
成
立
に
至
る
経
緯
な
ど
の
記
述
は
な
く
、
突
然
に
「
八
幡
大
神
広
前
新
援
筆
」
と

奥
書
が
始
ま
る
。
つ
ま
り
、『
甲
』
は
不
自
然
に
文
章
が
終
わ
り
、『
乙
』
は
唐
突
に
文
章
が
始
ま
る

の
で
あ
る
。
こ
の
違
和
感
は
、
二
つ
の
奥
書
を
繋
げ
て
「
齋
戒
沐
浴
を
謹
め
て
（
行
い
）、
八
幡
大

神
の
広
前
に
新
た
に
援
筆
し
…
」
と
す
れ
ば
解
決
し
よ
う
。「
八
幡
大
神
」
の
直
前
で
改
行
が
行
わ

れ
て
い
る
の
は
、
神
名
を
畏
ん
だ
平
出
と
見
ら
れ
、
後
の
「
神
庫
」
に
闕
字
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

神
や
そ
の
関
連
語
に
敬
意
を
払
っ
た
文
章
表
現
と
理
解
で
き
る
。

以
上
か
ら
、
二
つ
の
縁
起
の
奥
書
は
一
つ
の
文
章
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
関
連
性
の
強
い
項
目

が
別
巻
に
記
載
さ
れ
て
い
る
不
自
然
さ
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
来
は
一
巻
で
あ
っ
た
縁
起
が
裁
断

さ
れ
、
二
巻
に
再
編
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
三
）
料
紙
の
大
き
さ
と
裁
断
の
痕
跡

通
常
、
縁
起
を
浄
書
す
る
際
は
大
き
さ
の
同
じ
紙
を
複
数
用
意
し
た
と
考
え
ら
れ
、
料
紙
サ
イ
ズ

は
揃
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
料
紙
の
大
き
さ
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
れ
ば
裁
断
が
疑
わ
れ

る
。
両
縁
起
を
実
測
し
た
と
こ
ろ
、
果
た
し
て
各
料
紙
の
長
短
に
は
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
料
紙
サ

イ
ズ
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

全
く
記
述
を
含
ま
な
い
甲
１
や
項
題
だ
け
の
甲
４
の
よ
う
に
明
ら
か
に
不
自
然
な
部
分
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
紙
の
切
断
と
再
編
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
最
も
長
い
甲
３
が
一
〇
六
二
㎜

な
の
で
、
元
の
料
紙
は
こ
れ
と
同
じ
か
、
こ
れ
以
上
の
長
さ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
裁
断
は
お

お
よ
そ
項
目
毎
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
甲
４
を
見
る
と
意
図
的
な
文
の
削
除
や
入
れ
替
え
が
行
わ
れ

た
可
能
性
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
断
の
痕
跡
を
最
も
よ
く
示
す
の
は
乙
６
で
あ
る
。
冒
頭

の
項
目
名
「
犬
駆
神
事
」
は
「
駆
」
の
一
部
に
掛
か
っ
て
紙
が
切
ら
れ
て
お
り
（
図
３
）、
こ
の
無

理
な
切
断
に
よ
っ
て
前
の
文
章
と
の
行
間
は
確
保
さ
れ
て
い
な
い
し
、
紙
を
継
ぐ
糊
代
が
な
か
っ
た

の
か
、
乙
５
・
乙
６
は
直
接
貼
り
合
わ
さ
れ
ず
、
裏
打
ち
紙
に
よ
っ
て
繋
が
っ
た
状
態
で
あ
る
。

裁
断
と
再
編
の
時
期
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
昭
和
一
二
年
に
は
現
在
の
二
巻
に
分
か
れ
て
い

図 2．『縁起 甲』奥書の欠損部
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四
、
縁
起
の
成
立
年
代

（
一
）
大
永
五
年
年
紀
と
の
矛
盾

で
は
縁
起
の
成
立
は
い
つ
な
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
大
野
は
『
縁
起

甲
』
の
「
御
手
洗
屋
敷
高

一
石
五
斗
之
証
書
今
尚
存
」
と
い
う
記
述
に
注
目
し
た
。
大
野
は
こ
れ
を
鶴
谷
八
幡
宮
に
伝
来
し
た

慶
長
一
一
年
（
一
六
〇
六
）
に
里
見
忠
義
よ
り
下
さ
れ
た
証
書
で
あ
る
と
考
え
、
大
永
五
年
の
約

表 2．『縁起 甲』奥書の欠損部 た
。
ま
た
、
そ
の
時
点
で
『
縁
起

甲
』
は
表
装
さ
れ
て
お
り
、『
縁
起

乙
』
は
無
表
装
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
再
編
後
は
『
縁
起

甲
』
を
優
位
と
す
る
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
甲
』
を
優
位

と
す
る
意
識
は
『
乙
』
の
本
紙
の
長
さ
が
天
地
で
不
揃
い
な
一
方
、『
甲
』
で
は
整
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
と
も
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
以
上
は
裁
断
・
再
編
が
『
甲
』
を
大
永
五
年
成
立
の
縁
起
と

見
せ
か
け
る
た
め
、『
甲
』
を
中
心
に
行
わ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

図 3．「驅」の一部に掛かる裁断痕と狭い行間
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八
〇
年
後
に
出
さ
れ
た
証
書
を
縁
起
の
作
者
が
見
ら
れ
る
は
ず
な
く
、
年
紀
を
信
用
で
き
な
い
根
拠

と
し
て
い
る
。
こ
の
証
書
が
大
野
氏
の
い
う
慶
長
一
一
年
の
も
の
と
は
断
言
で
き
な
い
が
、
安
房
国

に
お
い
て
石
高
制
が
本
格
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
以
降
と
考
え
ら
れ
る
た

め
１
３
、
貫
高
が
用
い
ら
れ
て
い
た
大
永
五
年
当
時
に
書
か
れ
た
と
は
考
え
難
い
の
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
『
縁
起
乙
』「
犬
駆
神
事
」
の
項
に
は
「
里
見
氏
滅
し
て
以
下
」
と
い
う
下
り
が
あ
り
、
里
見

氏
が
安
房
国
を
去
る
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
以
前
の
成
立
も
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

（
二
）
地
名
変
遷
に
見
え
る
縁
起
成
立
の
時
代

縁
起
の
成
立
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
今
少
し
そ
の
時
期
を
絞
り
こ
み
た
い
。

手
が
か
り
と
な
る
の
は
縁
起
の
中
に
見
え
る
地
名
で
あ
る
。

『
縁
起

甲
』「
当
社
勧
請
年
歴
」の
項
に
は「
当
社
旧
在
平
群
郡
東
国
府
村
之
内
、府
内
守
護
之
社
也
」

と
あ
り
、
割
注
に
「
東
国
府
村
者
今
之
府
中
村
也
」
と
あ
る
。
八
幡
宮
の
旧
鎮
座
地
で
は
東
国
府
村

→
府
中
村
と
い
う
地
名
変
化
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
続
く
割
注
に
よ
れ
ば
元
八
幡
の
古
跡
に
は

小
祠
と
古
い
井
戸
が
あ
る
と
い
い
、
此
処
を
「
御
手
洗
屋
敷
」
と
同
地
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
旧
府

中
村
、
現
在
の
南
房
総
市
府
中
に
あ
る
元
八
幡
神
社
と
そ
の
社
地
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
同
社
は

鶴
谷
八
幡
宮
の
元
宮
と
伝
え
ら
れ
、
境
内
に
は
井
戸
が
あ
る
。
こ
の
元
八
幡
宮
＝
御
手
洗
屋
敷
の

所
在
地
名
の
変
化
の
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
縁
起
の
成
立
年
代
を
考
察
し
た
い
。
使
用
し

た
史
料
は
御
手
洗
屋
敷
に
関
係
す
る
も
の
の
ほ
か
、
同
地
に
隣
接
す
る
金
剛
山
神
護
寺
宝
珠
院
１
４

の
関
係
史
料
も
有
効
と
考
え
て
用
い
た
。
大
永
五
年
以
降
で
御
手
洗
屋
敷
・
宝
珠
院
の
所
在
地
名
が

史
料
に
表
れ
る
の
は
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）「
里
見
義
康
寺
領
充
行
状
写
」
か
ら
で
あ
る
。
以
降
、

約
八
〇
年
間
の
史
料
か
ら
所
在
地
名
を
抜
き
出
し
た
も
の
が
表
３
で
、
使
用
し
た
史
料
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

①　

里
見
義
康
寺
領
充
行
状
写
１
５

②　

里
見
義
康
社
領
寄
進
状
１
６

③　

里
見
忠
義
寺
領
充
行
状
写
１
７

④　

里
見
忠
義
社
領
寄
進
状
１
８

⑤　

慶
長
十
一
年
里
見
家
分
限
帳
１
９

⑥　

慶
長
十
五
年
里
見
家
分
限
帳
２
０

⑦　

中
村
吉
繁
達
状
２
１

⑧　

中
村
吉
繁
判
物
写
２
２

⑨　

安
房
国
寺
社
領
帳
２
３

⑩　

関
東
真
言
宗
新
義
本
末
寺
帳　

諸
宗
末
寺
帳
２
４

⑪　

安
房
国
知
行
高
之
帳
２
５

⑫　

真
言
宗
寺
領
目
録
留
２
６

⑬　

房
州
諸
寺
院
本
末
帳
２
７

⑭　

密
厳
院
・
密
蔵
院
朱
印
地
違
乱
一
件
に
つ
き
宝
珠
院
返
答
書
２
８

表
か
ら
は
近
世
初
期
の
郡
・
村
の
移
り
変
わ
り
が
見
て
と
れ
る
。
ま
ず
郡
は
、
慶
長
期
か
ら
寛
永

期
ま
で
用
い
ら
れ
た
郡
名
の
北
郡
／
北
之
郡
が
、
寛
永
一
四
年
以
降
の
史
料
で
は
平
郡
に
変
化
し
て

い
る
。
史
料
⑫
の
み
律
令
期
の
郡
名
で
あ
る
平
群
郡
と
記
し
て
い
る
が
、
同
時
に
出
さ
れ
た
他
寺
社

表 3．近世初期の宝珠院・御手洗屋敷領の地名変遷
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領
の
寛
文
朱
印
状
に
も
平
群
郡
と
表
記
さ
れ
て
い
る
２
９
。
こ
れ
ら
が
江
戸
幕
府
の
発
給
し
た
公
的

性
格
を
持
つ
史
料
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
単
な
る
誤
記
と
は
思
わ
れ
ず
、
郡
名
変
化
の
後
し

ば
ら
く
は
平
群
郡
と
そ
の
略
称
で
あ
る
平
郡
が
併
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
３
０
。

次
に
、
村
名
は
二
度
変
わ
っ
て
い
る
。
慶
長
期
ま
で
は
正
木
村
だ
が
、
元
和
二
年
か
ら
は
東
国
府

村
と
な
り
、
早
け
れ
ば
一
六
四
〇
年
代
に
は
府
中
村
と
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。『
角
川
日
本
地
名
大

辞
典
』
の
府
中
村
の
説
明
に
は
「
江
戸
初
期
に
正
木
村
か
ら
分
村
し
て
成
立
３
１
」
し
た
と
あ
る
が
、

実
際
は
正
木
村
の
一
部
で
あ
っ
た
東
国
府
が
分
村
し
て
東
国
府
村
と
な
っ
た
後
、
府
中
村
に
改
称
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

余
談
だ
が
、
南
房
総
市
府
中
は
そ
の
名
か
ら
安
房
国
府
跡
の
中
心
と
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

前
述
の
と
お
り
旧
府
中
村
は
か
つ
て
の
「
東
国
府
」
の
範
囲
で
あ
る
。
一
五
世
紀
後
半
の
宝
珠
院
関

係
史
料
３
２
に
は
「
安
房
国
府
中
（
於
）
宝
珠
院
」
と
見
え
、
宝
珠
院
の
一
帯
が
中
世
か
ら
「
府
中
」

と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
そ
の
範
囲
は
現
在
の
府
中
地
区
よ
り
も
西
に
広
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
地
名
が
、
府
中
地
区
か
ら
平
久
里
川
を
隔
て
て
真
西
に

位
置
す
る
正
木
地
区
（
旧
正
木
村
）
内
の
小
字
「
西
郷
（
に
し
ご
う
）」
で
あ
る
。「
国
府
台
（
こ
う

の
だ
い
）」「
国
府
津
（
こ
う
づ
）」
の
よ
う
に
国
府
を
「
こ
ふ
／
こ
う
」
と
読
む
例
は
多
く
、
元
は

平
久
里
川
の
東
西
で
東
国
府
（
ひ
が
し
ご
う
）・
西
国
府
（
に
し
ご
う
）
と
対
応
す
る
地
名
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。

さ
て
話
を
戻
す
と
、
郡
村
の
変
化
は
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
の
安
房
里
見
氏
の
移
封
と
翌
年

の
代
官
中
村
吉
繁
の
入
国
、
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
の
屋
代
忠
正
の
北
条
藩
立
藩
な
ど
、
当
地

周
辺
の
地
域
支
配
の
変
化
と
村
切
り
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
縁
起
に
見
え
る
地
名
「
平

群
郡
東
国
府
村
」
と
完
全
に
一
致
す
る
史
料
は
な
い
が
、
史
料
⑨
の
「
平
郡
東
国
府
村
」
と
、
史
料

⑫
の
「
平
群
郡
東
国
府
」
が
近
似
す
る
。

以
上
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
、「
当
社
勧
請
年
歴
」
項
の
本
文
は
郡
名
が
北
郡
か
ら
平
群
郡
／
平

郡
に
変
化
し
た
後
、
東
国
府
村
が
府
中
村
に
変
わ
る
前
の
期
間
に
作
成
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
具

体
的
に
は
一
六
三
〇
年
代
後
半
以
降
、
一
六
六
〇
年
代
ま
で
の
時
期
と
思
わ
れ
る
３
３
。
割
注
は
府

中
村
の
名
称
を
使
用
す
る
た
め
一
六
四
〇
年
代
以
降
か
つ
本
文
の
成
立
よ
り
も
後
と
な
り
、
当
然
、

縁
起
全
体
の
成
立
時
期
は
一
七
世
紀
半
ば
以
降
に
引
き
下
げ
ら
れ
よ
う
。

（
三
）
本
文
・
割
注
の
成
立
と
当
初
の
構
成

『
縁
起

甲
』「
当
社
勧
請
年
歴
」
の
項
に
限
れ
ば
、
本
文
は
一
七
世
紀
半
ば
頃
、
割
注
は
一
七
世

紀
半
ば
以
降
の
成
立
と
言
え
そ
う
だ
が
、
縁
起
の
本
文
・
割
注
の
全
て
が
そ
の
年
代
に
当
て
は
ま
る

と
も
言
い
難
い
。『
縁
起

乙
』「
当
社
勧
請
之
地
」
で
は
「
私
云
」
で
始
ま
る
割
注
の
後
、「
私
云

以
下
は
直
英
の
言
う
所
に
し
て
贅
言
に
似
る
と
雖
も
…
」
と
前
の
注
を
否
定
す
る
よ
う
な
別
の
注

が
続
く
。
直
英
と
は
大
永
五
年
の
年
紀
と
と
も
に
名
前
の
あ
る
鶴
谷
八
幡
宮
神
主
で
あ
る
た
め
、

「
私
云
」
以
降
が
直
英
に
よ
る
注
と
す
れ
ば
該
当
箇
所
は
大
永
五
年
の
も
の
と
な
る
。
そ
も
そ
も

奥
書
に
よ
れ
ば
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
に
「
凞
隆
」
が
書
い
た
社
伝
が
あ
っ
た
が
、
紙
の
損

傷
や
神
社
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
の
た
め
寛
元
以
降
の
事
跡
を
追
補
し
て
新
た
に
縁
起
を
作
成

し
た
と
い
う
。
こ
の
真
偽
は
さ
て
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
認
識
の
も
と
で
縁
起
が
作
成
さ
れ
た
な

ら
ば
、
寛
元
二
年
の
社
記
へ
の
追
補
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
は
ず
で
、
割
注
の
中
に
大
永
五

年
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

以
上
か
ら
、
こ
の
縁
起
は
少
な
く
と
も
①
寛
元
二
年
・
②
大
永
五
年
・
③
一
七
世
紀
半
ば
後
半

頃
・
④
一
七
世
紀
半
ば
代
以
降
と
い
う
四
段
階
を
経
た
構
成
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、

成
立
当
時
の
構
成
の
推
測
は
困
難
で
あ
る
。「
当
社
勧
請
之
地
」
項
の
割
注
に
直
英
の
私
見
と
思

わ
れ
る
記
述
が
あ
る
こ
と
、
そ
こ
に
別
の
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
文
①
＋
割
注
②

＋
③
も
し
く
は
④
と
い
う
構
成
が
推
測
さ
れ
る
一
方
で
、「
当
社
勧
請
年
歴
」
項
は
本
文
③
＋
割

注
④
と
い
う
構
成
と
思
わ
れ
、
本
文
と
割
注
と
の
関
係
が
箇
所
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
縁
起
に
は
里
見
氏
滅
亡
の
記
述
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
裁
断
・
再
編
以
前
に
は
大
永

五
年
の
成
立
を
装
う
意
図
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
③
・
④
の
段
階
で
加
え
ら
れ

た
書
写
奥
書
や
勘
注
奥
書
が
末
尾
に
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
裁
断
・
再
編
に
よ
り
大
永
五
年
の
奥
書

以
外
は
削
除
さ
れ
、
本
文
と
割
注
が
錯
綜
し
た
の
だ
ろ
う
。
一
案
と
し
て
成
立
当
初
の
構
成
を
推

測
す
れ
ば
、
本
文
①
＋
割
注
②
＋
③
＋
④
か
ら
な
る
前
半
部
、
本
文
③
＋
割
注
④
か
ら
な
る
後
半

部
、
奥
書
②
＋
③
＋
④
と
な
ろ
う
か
。

（
四
）
縁
起
の
評
価

紙
幅
の
都
合
か
ら
、
こ
れ
以
上
の
考
察
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
縁
起
の
史
料
的
価
値
に
関

わ
る
「
祭
礼
式
」
項
に
つ
い
て
今
少
し
考
え
た
い
。
こ
の
項
は
安
房
や
わ
た
ん
ま
ち
に
つ
い
て
の

記
述
で
知
ら
れ
る
が
、
祭
礼
の
詳
細
は
割
注
に
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
割
注
は
「
但
祭
式
〜
各

還
行
」・「
又
十
四
日
夜
〜
皆
属
之
」・「
又
此
祭
日
〜
不
缺
古
式
」
の
三
段
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。割
注
に
も
大
永
五
年
の
記
述
が
含
ま
れ
る
可
能
性
を
先
に
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

本
文
が
寛
元
二
年
、
一
つ
目
の
割
注
の
「
但
祭
式
〜
各
還
行
」
が
大
永
五
年
の
も
の
で
あ
れ
ば
、

八
神
社
の
神
輿
の
寄
り
合
い
と
鶴
谷
八
幡
宮
神
輿
を
加
え
た
九
神
輿
の
御
幸
浦
へ
の
渡
御
と
い
う

祭
礼
の
形
式
は
、
一
六
世
紀
に
遡
る
可
能
性
を
僅
か
に
残
す
。
縁
起
自
体
は
江
戸
時
代
に
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
文
中
に
様
々
な
年
代
の
記
述
が
混
在
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
祭
礼
に
関
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鶴谷八幡宮「縁起」に関する一考察

註（
１
）
酒
井
家
所
蔵
の
文
書
群
は
、
館
山
市
立
博
物
館
に
よ
り
整
理
さ
れ
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
に
「
酒
井
家
古

文
書
目
録
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、同
文
書
群
は
昭
和
五
五
年
（
一
九
八
〇
）
に
館
山
城
跡
調
査
会
（
文

献
班
）
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
館
山
市
文
献
史
料
所
在
目
録
』
第
二
集
に
お
い
て
「
鶴
谷
八
幡
宮
文
書
」
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
史
料
二
点
は
こ
の
目
録
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
２
）相
模
国
府
祭
は
天
文
一
三
年（
一
五
四
四
）に
相
模
六
所
宮
に
宛
て
ら
れ
た
と
い
う「
後
北
条
氏
寄
進
状
写
」の「
端

午
祭
」、
武
蔵
く
ら
や
み
祭
り
は
応
永
二
二
年
（
一
四
一
五
）
成
立
と
さ
れ
る
「
市
場
之
祭
文
」
の
「
武
州
六
所

大
明
神
も
五
月
え
の
市
を
立
た
ま
ふ
」
と
あ
る
の
が
史
料
上
の
初
出
と
見
ら
れ
、
具
体
的
な
祭
礼
の
記
述
は
皆

無
で
あ
る
。

（
３
）
大
野
太
平
『
鶴
谷
八
幡
神
社
沿
革
考
証
』（
鶴
谷
八
幡
神
社
々
務
所
、
一
九
三
七
）

（
４
）
前
注
３

五
頁
「
そ
は
那
古
寺
の
僧
徒
が
伝
へ
た
る
伝
説
を
承
け
た
る
も
の
に
し
て
、
那
古
寺
創
立
の
年
代
る
養

老
元
年
に
付
会
し
た
る
妄
説
な
り
」

（
５
）
大
野
は
い
ず
れ
の
書
題
も
「
社
記
」
と
し
て
い
る
。

（
６
）
鶴
岡
静
夫
「
房
総
の
古
社
・
鶴
谷
八
幡
宮
」
田
村
円
澄
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本

宗
教
・
文
学
編
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
）

（
７
）
田
村
善
次
郎
「
安
房
の
「
や
わ
た
ん
ま
ち
」
―
総
社
の
祭
り
と
市
―
」『
あ
る
く

み
る

き
く
』
第
二
四
五
号
（
近

畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
、
一
九
八
七
）
四
―
三
五
頁

（
８
）
松
崎
憲
三
ほ
か
編
『
安
房
の
「
や
わ
た
ん
ま
ち
」
〜
地
方
都
市
の
祭
礼
（
１
）
〜
』（
成
城
大
学
文
芸
学
部
松
崎

研
究
室
、
一
九
九
〇
）

（
９
）
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
編
『
千
葉
県
の
歴
史

別
編

民
俗
１
（
総
論
）』（
千
葉
県
、
一
九
九
八
）
五
四
七
―

五
五
〇
頁

（
10
）
前
註
８

ま
え
が
き
「
安
房
の
「
や
わ
た
ん
ま
ち
」
の
調
査
を
思
い
立
っ
た
の
も
、
同
書
二
四
五
号
の
田
村
善
次

郎
論
文
に
触
発
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
」

（
11
）
④
で
は
鶴
谷
八
幡
宮
の
由
緒
と
や
わ
た
ん
ま
ち
の
概
要
は
『
千
葉
県
安
房
郡
誌
』
を
引
く
が
、該
当
箇
所
に
は
『
縁

起

甲
』
の
記
述
が
部
分
的
に
採
ら
れ
て
お
り
、
間
接
的
に
は
引
用
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

（
12
）
千
葉
県
教
育
庁
教
育
振
興
部
文
化
財
課
編
『
ふ
さ
の
国
の
文
化
財
総
覧　

第
一
巻
』（
千
葉
県
、
二
〇
〇
四
）

三
四
頁

（
13
）
川
名
登
「
安
房
国
に
お
け
る
太
閤
検
地
と
徳
川
検
地
」『
戦
国
近
世
変
革
期
の
研
究
』（
岩
田
書
院
、二
〇
一
〇
［
初

出
一
九
八
三
］）

（
14
）
宝
珠
院
は
新
義
真
言
宗
に
属
す
。
江
戸
期
に
は
真
言
宗
触
頭
を
勤
め
、
ま
た
檀
林
を
置
い
た
安
房
国
に
お
け
る

大
寺
で
あ
る
。
一
五
世
紀
以
来
の
歴
史
を
も
ち
、
史
料
に
見
え
る
限
り
寺
地
の
移
転
は
な
い
。

（
15
）
千
葉
県
史
編
纂
審
議
会
編
『
千
葉
県
史
料

中
世
編

諸
家
文
書
』（
千
葉
県
、
一
九
六
二
［
再
版
一
九
九
〇
］）
宝

珠
院
文
書
２

（
16
）
前
注
１
５
『
県
史
料
』
鶴
谷
八
幡
神
社
文
書
３

（
17
）
前
注
１
５
『
県
史
料
』
宝
珠
院
文
書
３

（
18
）
前
注
１
５
『
県
史
料
』
鶴
谷
八
幡
神
社
文
書
４

（
19
）
川
名
登
編
『
里
見
氏
分
限
帳
集
成

増
補
版

附
安
房
国
四
郡
御
検
地
高
目
録

安
房
国
寺
社
領
帳
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
一
〇
）「
慶
長
十
一
年
里
見
家
分
限
帳
」

す
る
史
料
と
し
て
用
い
る
際
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
様
々
な
考
察
を
お
こ
な
っ
た
が
、
結
論
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

◯
『
縁
起

甲
』・『
縁
起
乙
』
に
は
裁
断
の
痕
跡
が
あ
る
。『
甲
』・『
乙
』
で
文
章
が
繋
が
る
箇
所

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
書
は
当
初
一
巻
と
し
て
成
立
し
、
後
に
二
巻
に
再
編
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
。

◯
文
中
で
使
用
さ
れ
る
地
名
か
ら
、
縁
起
の
成
立
は
江
戸
時
代
、
一
七
世
紀
中
頃
以
降
で
あ
る
。
だ

が
旧
地
名
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
箇
所
も
あ
り
、
部
分
的
に
時
期
の
異
な
る
記
述
を
含
ん
で
い

る
。
本
奥
書
に
は
寛
元
二
年
・
大
永
五
年
の
記
述
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ
る
た
め
、
幾
度

か
の
追
記
を
経
て
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

◯
大
永
五
年
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
記
述
が
文
中
に
多
数
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
成
立
当
初
は
年
紀

を
偽
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
世
の
作
為
的
な
編
集
に
よ
り
、『
縁
起

甲
』
は
大
永

五
年
成
立
と
誤
認
さ
れ
る
よ
う
仕
立
て
直
さ
れ
た
。

以
上
は
推
論
や
仮
定
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
縁
起
の
成
立
が
江
戸
時
代
に
下
る
こ
と
は
確

実
で
、一
六
世
紀
の
記
録
と
し
て
こ
の
縁
起
を
用
い
る
こ
と
の
危
険
性
は
提
示
で
き
た
と
自
負
す
る
。

研
究
史
を
見
れ
ば
、
こ
の
年
紀
に
対
す
る
疑
念
は
新
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
多
く
の
人
の
目

に
触
れ
る
県
史
や
文
化
財
総
覧
な
ど
公
的
な
刊
行
物
に
お
い
て
、
先
行
研
究
で
の
疑
念
・
懸
念
は
殆

ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
史
学
と
民
俗
学
の
違
い
、
論
文
と
解
説
書
の
違
い
は
あ
ろ
う
が
、
学
問
と

し
て
の
慎
重
さ
よ
り
も
短
く
簡
潔
な
文
章
が
優
先
さ
れ
た
と
い
う
印
象
は
拭
え
な
い
。

本
稿
は
安
房
や
わ
た
ん
ま
ち
が
中
世
後
期
に
遡
る
歴
史
を
持
つ
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。
だ
が
、
こ
の
縁
起
か
ら
中
世
を
語
る
に
は
寛
元
・
大
永
の
記
述
を
含
む
と
い
う
奥
書
の
検
証
が

必
要
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
甚
だ
不
十
分
で
あ
る
。
他
に
も
成
立
当
初
の
構
成
や
、
裁
断
・
再
編
が

い
つ
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
な
ど
、
未
だ
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
い
る
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
「
一

考
察
」
で
あ
り
、
今
後
、
他
の
酒
井
家
文
書
や
旧
別
当

那
古
寺
の
史
料
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
精

緻
な
検
証
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

謝
辞

　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
鶴
谷
八
幡
宮
宮
司

酒
井
利
文
様
に
は
快
く
史
料
の
閲
覧
と
写
真
掲
載
の

御
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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【
史
料
】

凡
例　

文
中
の
丸
・
カ
ギ
括
弧
・
傍
線
は
史
料
マ
マ
。
罫
線
は
本
紙
の
継
ぎ
目
を
示
す
た
め
に
筆
者

が
付
し
た
。
な
お
、
文
字
の
大
小
は
、
原
資
料
の
文
字
の
大
き
さ
を
反
映
し
て
い
る
。

史
料
１　
『
縁
起　

甲
（
当
社
勧
請
年
歴
）』

（
20
）
前
注
１
９
『
里
見
氏
分
限
帳
集
成

増
補
版
』「
慶
長
十
六
年
里
見
家
分
限
帳
」

（
21
）
前
注
１
５
『
県
史
料
』
宝
珠
院
文
書
４

（
22
）
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
編
『
千
葉
県
の
歴
史

資
料
編

中
世
３
（
県
内
文
書
２
）』（
千
葉
県
、
二
〇
〇
一
）

（
23
）
前
注
１
９
『
里
見
氏
分
限
帳
集
成

増
補
版
』「
安
房
国
寺
社
領
帳
」。
こ
の
史
料
の
成
立
は
寛
永
一
四
年
だ
が
、

文
中
に
元
和
二
年
の
寺
社
領
帳
の
写
し
を
含
む
た
め
、
写
し
部
分
は
元
和
二
年
の
も
の
と
し
て
用
い
た
。

（
24
）「
関
東
真
言
宗
新
義
本
末
寺
帳
」
内
閣
文
庫
本
『
諸
宗
末
寺
帳
』（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）

（
25
）「
安
房
国
知
行
高
之
帳
」（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）。
本
史
料
は
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
の

写
本
だ
が
、
奥
書
に
お
い
て
正
保
国
絵
図
と
の
石
高
の
一
致
か
ら
正
保
頃
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）「
真
言
宗
寺
領
目
録
留
」
国
立
史
料
館
編
『
寛
文
朱
印
留

下
』（
国
立
史
料
館
、
一
九
八
〇
）

（
27
）
三
芳
村
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
三
芳
村
史
編
纂
資
料
Ⅱ
』（
三
芳
村
、
一
九
八
一
）
六
八
頁

（
28
）
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
編
『
千
葉
県
の
歴
史

資
料
編

近
世
２
（
安
房
）』（
千
葉
県
、
一
九
九
九
）
通
し
番
号

二
八
三

（
29
）
前
注
２
６
『
寛
文
朱
印
留

下
』
史
料
五
六
八
「
那
古
寺
領
」・
九
三
六
「
妙
本
寺
領
」・
一
〇
七
六
「
正
善
院
領
」

ほ
か
。

（
30
）こ
の
前
後
の
時
期
、安
房
国
内
で
は
丸
郡
／
丸
之
郡
と
山
下
郡
が
再
編
さ
れ
、朝
夷
郡
・
安
房
郡
に
変
化
し
て
い
る
。

変
化
の
な
か
っ
た
長
柄
郡
を
含
め
れ
ば
、
安
房
四
郡
の
う
ち
朝
夷
・
安
房
・
長
柄
の
三
郡
は
律
令
期
の
郡
名
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
里
見
氏
移
封
の
後
の
安
房
国
で
は
郡
名
を
律
令
期
の
旧
名
に
復
す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
北
郡
も
同
じ
く
古
代
の
郡
名
「
平
群
郡
」
に
復
し
た
が
、
後
に
は
略
称
の
「
平
郡
」
が
定
着
し
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
31
）
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
１
２
千
葉
県
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
四
）

七
四
一
頁

（
32
）
千
葉
県
史
編
纂
審
議
会
編
『
千
葉
県
史
料

中
世
篇

県
外
文
書
』（
千
葉
県
、
一
九
六
六
［
再
版

一
九
九
二
］）、
九
一
―
九
四
頁

（
33
）
縁
起
の
中
に
は
歴
史
を
古
く
装
う
た
め
に
古
代
の
地
名
を
使
用
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
縁
起
の
場
合
は
神

社
が
そ
の
土
地
で
持
つ
利
権
や
祭
礼
の
由
緒
を
説
明
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
読
み
手
に
伝
わ
ら
な
い
旧
地

名
を
用
い
る
意
義
は
極
め
て
小
さ
い
た
め
、「
平
群
郡
東
国
府
村
」
は
縁
起
の
執
筆
当
時
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と

考
え
る
。
後
に
地
名
変
更
に
つ
い
て
補
足
す
る
割
注
が
追
加
さ
れ
た
の
は
、
縁
起
の
目
的
を
考
え
れ
ば
当
然
の

対
応
で
あ
ろ
う
。

〇
當
社
勧
請
年
歴

養
老
元
年
丁
巳
年
二
月
五
日
郡
司

紀
伴
人
令
土
人
戸
民
土
木
成
功

而
奉
勧
請

當
社
舊
在
平
群
郡
東
國
府
村

之
内
府
内
守
護
之
社
也
東
國
府
村
者

今
之
府
中
村

也
今
猶
元
八
幡
之
古
跡
存
小
社
并
往
古
所
用
神
供
水
之

舊
井
又
御
手
洗
屋
敷
高
壹
石
五
斗
之
證
書
今
尚
存
」　

今
之
社
地
則
往
昔　

景
行
天
皇
所
営
行
宮
之
尊
跡
故
郡
司

恭
奉
移
府
内
総
社
亦
翌
二
年
自
捧
幣
帛
定
祭
祀
之
式
也
」

〇
称
總
社
事

凡
称
惣
社
者
其
國
府
内
鎮
座
之
大
社
謂
之
総
社
一
國
之

諸
神
社
悉
属
之
又
國
司
郡
司
守
護
地
頭
任
國
之
初
先
至

其
府
時
第
一
拝
総
社
云
今
當
社
即
総
社
而
舊
在
府
内
時

国
内
安
房
朝
夷
二
郡
之
神
社
等
附
属
而
有
祭
奠
神
叓

中
古
移
於
今
之
地
尚
至
於
今
相
殿
奉
齋
隷
當
社
毎
歳
八
月
之
神
輿
渡

御
之
時
八
社
之
神
輿
神
集
于
茲
終
古
不
革
」　
　
　
　
　
　
　
　

〇
祭
禮
式

羪
老
二
年
八
月
十
一
日
□
司
自
捧

幣
帛
被
行
祭
式
即
今
毎
歳
八
月
所
行
之

神
輿
渡
之
神
事
是
也

往
昔
此
祭
式
在
於
八
月
十
一
日
從

中
頃
用
十
五
日
不
詳
其
屢
歴
也

郡
司
紀
伴
人
勸
請
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翌
年
養
老
二
年
巳
午
歳
定
此
祭
式
云

云

從
是
後
六
十
八
代
後
一
條
天
皇
萬
寿

三
丙
寅
年
八
月
神
事
之
砌
國
司

惟
忠
捧
幣
而
有
寄
附
之
事
同

天
皇
之
御
宇
長
元
元
戊
辰
年
前

上
總
介
忠
常
謀
及
殺
□
（
安
）
□
（
房
）
守
惟
忠

同
三
庚
午
年
任
國
之
司
安
房
守

平
政
輔
先
驅
而
檢
非
違
使
平
直

方
等
率
東
山
東
海
兵
□
□
（
忠
）
常
時

宿
于
社
領
云

云
又
同
四
辛
未
年
甲

斐
守
源
頼
信
率
阪

（
マ
マ
）

東
軍
士
討
忠

常
之
時
父
祖
源
頼
義
□
（
祈
）
八
幡
宮

任
平
奥
羽
賊
𠮷
例
詣
當
社
懇
禱

有
寄
附
之
事
云
云
又
人
皇
七
十
三
代

堀
川
院
御
宇
嘉
保
二
年
金
吾
親

元
爲
當
國
守
護
自
臨
此
祭
祀
羪
老

年
間
傚
郡
司
草
創
之
古
例
獻
幣

帛
自
行
此
祭
式
以
来
依
舊
格
先

規
毎
歳
不
闕
此
神
叓
」

但
祭
式
毎
年
八
月
十
四
日
當
国
大
神
宮
村
鎭
守
洲
之
宮
村

鎭
守
大
井
村
鎭
守
長
田
村
鎭
守
山
荻
村
鎮
守
沓
見
村
鎮

守
滝
川
村
鎭
守
瀧
口
村
鎮
守
合
八
所
相
殿
之
神
八
柱
之
神
輿

當
社
假
神
舎
江
神
集
本
社
神
輿
合
九
神
輿
午
刻
當
社　
　

　
　
　

神
主
祢
宜
命
婦
社
人
等
并
右
八
村
鎮
守
所
預
神
職
供
奉
隨

從
而
奉
渡
御
幸
浦
祭
禮
畢
而
各
還
行
」　
　
　
　
　
　
　

又
十
四
日
夜
右
八
社
神
主
社
人
等
當
社
神
主
之
書
院
ニ
集
會

一
統
任
先
例
各
座
列
定
而
銘
々
襲
職
継
目
等
之
義
披
露
之
并

総
而
神
祇
道
之
命
令
廻
達
或
神
勤
向
之
事
件
又
時
々
変
革
等

調
之
衆
議
談
判
之
上
悉
令
記
録
此
式
有
之
故
従
往
古
記
録

所
祭
又
記
録
祭
共
称
来　

因
云
唱
記
録
所
非
軽
易
之
事
既

大
内
有
御
記
録
所
又
僧
家
督
非
義
検
校
僧
徒
謂
之
録
所

亦
瞽
者
長
官
謂
之
惣
録
皆
其
管
下
之
非
分
匡
之
局
謂
記
録

所
今
當
社
有
記
録
祭
之
名
則
國
府
鎮
座
之
総
社
故
於
今
有

此
遺
式
凡
不
拘

式
内
式
外
國
府
」

此
遺
式
凡
不
拘
式
内
式
外
國
府
総
社
者
國
司
守
護
尤
可
尊
崇　
　
　
　

神
社
故
大
小
諸
神
社
皆
属
之
」　

又
此
祭
日
従
當
社
旧
地
古
井
水
汲
来
而

用
神
供
等
不
缺
古
式
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
本
社
幣
殿
大
床
等

養
老
年
中
郡
司
勸
請
之
宮
社

造
営
式
當
時
之
古
記
遺
失
無
所

考
建
保
元
癸
酉
年
八
月
十
一
日
圡

木
成
功
鎌
倉
將
軍
源
実
朝
公

奉
加
造
営
以
来
本
社
幣
殿
拝
殿

等
毎
營
繕
以
先
規
舊
格
加
修
理

建
保
以
後
無
沿
革

右
所
記
載
社
傳
者
舊
寛
元
二
甲
辰

年
七
世
孫
凞
隆
所
記
也
然
世
移
時
変

文
字
摩
滅
楮
紙
又
蛀
蠧
加
之
時
世
沿
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革
而
至
宮
社
造
營
祭
祀
式
等
則
頗

興
廢
更
有
之
焉
故
今
余
修
補
古

傳
増
添
寛
元
以
下
之
事
跡
齋
戒
沐

浴
謹
而
□

大
永
五
乙
酉
年

　
　

十
一
月

　
　
　
　
　
　
　

鶴
谷
八
幡
宮
神
主

酒
井
右
近
太
夫

　
直
英
（
花
押
）

 

史
料
２　
『
縁
起

乙
（
鶴
谷
八
幡
宮
社
記
・
後
欠
）』

〇
祭
神

品
陀
和
氣
命

□
（
帯
）

中
比
古
命

息
長
帯
比
賣
命

大
足
忍
代
別
命

相
殿

天
太
玉
命　
　
　
　
　

當
國
安
房
郡
大
神
宮
村
鎮
座

天
比
理
乃
賣
命　
　
　

同
郡
洲
宮
鎮
座

天
日
鷲
命　
　
　
　
　

同
郡
瀧
口
村
鎮
座

天
手
力
雄
命　
　
　
　

同
郡
大
井
村
鎮
座

大
山
祇
命　
　
　
　
　

同
郡
長
田
村
鎮
座

稚
産
靈
命　
　
　
　
　

同
郡
山
荻
村
鎮
座

手
置
帆
負
命　
　
　
　

朝
夷
郡
沓
見
村
鎮
座

天
忍
穂
耳
命　
　
　
　

安
房
郡
瀧
川
村
鎮
座

右
相
殿
共
十
二
社
之
大
神
合
祭
事
」

〇
當
安
房
圀
称
呼
按
國
史

元
正
天
皇
養
老
二
年
五
月
割
上
総

國
平
郡
安
房
朝
夷
長
狭
之
四
郡
置
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安
房
國
云

云
」
又
國
造
本
紀
曰
成
務
天
皇
御
時
賜
國
造　
　

國
之
内
馬
来
田
海
上
武
射
菊
間
阿
波
云
云
」

〇
當
社
勸
請
之
地　

安
房
郡
港
村

今
湊
村
之
南
距
御
幸
濱
之
渚
凡

百
五
十
歩
許
」

按
景
行
帝
紀
冬
十
月　

天
皇

至
□
（
上
）
総
國
渡
淡
水
門
云
云
」
此
時
即

従
上
総

□
海
越
平
郡

海
給
時
也

又
曰
定
東
之
淡
水
門

云
云
」
所
謂
淡
者
成
務
帝
御
宇
給
国
造
阿
波
而
粟

之
國
者
今
四
國
之
阿
波
而　

齋
明
帝
時
粟

□
□
波
然
則
淡　

者
今
安
房
郡
是
也

按
古
語
拾
遺
天
富

命
至
阿
波
国
植
麻
殻
阿
波
忌

部
所
居
便
号
安
房
郡
即
於
其

地
建
太
玉
命
社
云
云
」
所
謂
此
阿
波

即
安
房
也

今
攄
古
紀
皇
典
考
則
今
湊
村

即
淡
之
水
門
而
今
所
存
湊
川
之
辺
港
湾　

而　
　

景
行
帝
御
着
舩
之
地

今
當
社
之
地
者
上
古　

天
皇
仮

宮
造
給
地
也
故
此
濱
浦
従
往
昔
称
御
幸
浦

土
人
口
碑
所
傳
也
元
此
邉
総

称
港
後
奉
齋
祭
八
幡
宮　

以
来
有
八
幡
村
之
名
也
」

□（私
）
□
（
云
）
人
皇
三
十
代　

欽
明
帝
御
宇
豊
前
國
宇
佐
郡
白
旗

八
流
下
而
立
地
由
而
奉
神
号
以
来
称
八
幡
大
神
」

人
皇
五
十
六
代　

清
和
帝
御
宇
貞
勸
元
巳
卯
年
建
八

幡
祠
洛
男
山
即
石
清
水
八
幡
宮
是
也
」

人
皇
七
十
代　

後
冷
泉
帝
康
平
六
癸
卯
年
源
頼
義

建
鶴
岡
八
幡
宮
云
云
源
頼
義
奥
羽
賊
平
治
而
凱
陣

時
奉
勸
請
相
模
國
鎌
倉
里
於
社
前
今
放
鶴
依
而
名
鶴
岡
當
社

鶴
谷
之
名
康
平
年
中
以
後
也
凡
八
幡
大
神
奉
祀
地
以
鶴
為
地

名
為
社
名
皆
可
為
因
之
」

又
按
此
邉
往
古
御
幸
浦
鏡
浦
長
渚
須　



加

奈

宜
佐

等
而
村
名
後

世
所
命
又
八
幡
村
舊
港
中
之
村
落
而
八
幡
宮
鎮
座

以
後
割
港
里
爲
八
幡
村
」

又
港
河
即
古
来
港
湾
之
舊
跡
也
」

私
云
以
下
直
英
所
言
而
雖
似
贅
言
聊
爲
考
證
記

之
然
敢
非
無
□

（
稽
）

臆
説
就
正
史
徴
之
又
久
以
所
傳
□

（
於
）

口
碑
采
用
之
毫
不
誣
事
實

〇
犬
驅
神
叓

此
祭
禮
者
毎
歳
九
月
八

日
行
此
祭
式

土
俗
謂
犬
驅
祭

亦
謂
射
馳
之
祭　

抑
此
起
原
往
古

神
皇
（
マ
マ
）功

后
三
韓
征
伐
御
平
治
御
凱

陣
之
刻
自
今
三
韓
國
王
吾
日
本
国

之
犬
也
自
有
此
詔
之
故
事
也
云

云

祭
式
執
行
之
濫
觴
者
文
治
二
年
鎌
倉
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 (13)－

鈴木建人

将
軍
使
安
達
藤
九
郎
盛
長
爲
奉

行
於
社
前
馬
塲
令
行
犬
逐
物
之
式

以
来
毎
歳
從
古
例
勤
之
其
後
當
國

領
主
里
見
形
（
マ
マ
）

部
少
輔
義
實
補
之
又

義
成
朝
臣
被
爲
召
神
主
大
膳
亮
隆
繁

并
祠
官
武
内
宮
内
紀
喬
臣
於
庭
園

被
令
傳
授
弓
家
第
一
之
故
実
笠
懸

犬
逐
物
流
鏑
馬
之
弓
禮
射
式
等
被

爲
定
以
来
不
廢
之
祭
式
騎
馬
并
式
之　

具
從
地
頭
出
之

里
見
氏
滅
而
以
下
乗
馬
射
人
共
村
在
之
氏
子
出
之

今

聊

存

遺

風

而

巳　
　
　
　

祭
式
雖
不
絶
于
今
比
較
往
時
則
可

存
遺
風
而
巳
」

八
幡
大
神
廣
前
新
援
筆
以
一
軸
奉

納　

神
庫
以
一
巻
蔵
于
家
長
傳
後

日
考
證
尓
云
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